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株主ご優待について

株主優待制度の廃止に関するお知らせ ▪株主メモ
事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月下旬
基 準 日

定時株主総会
期 末 配 当
中 間 配 当

毎年3月31日
毎年3月31日
毎年9月30日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先
（電話照会先）

〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120−782−031（フリーダイヤル）
取扱事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全
国各支店で行っています。

公 告 掲 載 方 法 電子公告により当社ホームページ（https://www.
ifuji.co.jp/）に掲載いたします。ただし、やむを得な
い事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載いたします。

▪お知らせ
住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別
口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

　2002年より株主優待制度を導入し、100株（1
単元）以上保有の株主の皆様を対象に、全国たまご
商業協同組合発行の「たまごギフト券」の贈呈を実
施してまいりました。しかしながら、株主の皆様に
対する公平な利益還元という観点から、慎重に検討
を重ねた結果、株主の皆様への還元は配当金による
直接的な利益還元を充実することがより適切である
と判断し、株主優待制度は廃止させていただくこと
といたしました。今後も株主の皆様に対する利益還
元を経営の重要課題と認識し、企業価値の向上に全
力で取組んでまいりますので、何とぞご理解賜りま
すようお願い申し上げます。
　2022年3月31日現在の当社株主名簿に記載され
た100株（1単元）以上保有する株主様に対して、
2022年6月に行う株主優待のご送付をもちまして
廃止とさせていただきます。

株式数100株以上1,000株未満� 100円券×3枚
株式数1,000株以上� 100円券×12枚




